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▶先月号でお知らせしましたとおり、登米・栗原地区の事業場におかれましては、
昨年１年間、死亡労働災害を１件も発生させませんでした（平成16年以来19年ぶ
り）。今後も死亡労働災害ゼロを継続したく思いますので、何卒、よろしくお願い
申し上げます。また、速報値ではありますが、令和５年の登米・栗原地区における
労働災害（休業４日以上）による被災者数は、178人であり、令和４年に比して15
人減少（－7.8％）しております。この減少率は、宮城県内の監督署の中で最も高
いものとなっております。皆様の取組に感謝いたします。

さらなる労働災害の減少へ︕

新型コロナウイルス感染症を除いた労働災害発生状況（1月末現在） ※速報値

管内（登米・栗原）被災者数 県内被災者数

令和４年 令和５年 令和４年 令和５年

休業４日以上 １９３ １７８ ２５０１ ２４８４

死亡 ４ ０ １５ １９

裏面に続く

労働基準法及び労働安全衛生法（労働安全衛生規則）が改正され、令和６年
４月１日から新たに施行される事項が複数存在します。今回は、そのうち、主
要なものを取り上げてみました。参考にしていただければと思います。

改正労働基準法（令和６年４月１日施行）
１ 労働時間の上限規制の全面適用（新技術・新商品等の研究開発業務を除く）
現時点で労働時間の上限規制の適用対象外

となっている建設事業、自動車運転の業務、
医師等についても規制の対象となります。

原則的には、左の図で示したように規制されており
ますが、
①建設業
・災害の復旧・復興の事業の場合は、時間外・休日
労働について「月100時間未満/２～６か月平均80
時間以内」の規制が適用されない。
②自動車運転の業務
・特別条項付き協定を締結する場合の時間外労働の上
限は年960時間。
・時間外・休日労働について「月100時間未満/２～
６か月平均80時間以内」の規制が適用されない。

・「時間外労働が月45時間を超えることができるの
は年６か月まで」の規制が適用されない。
といった例外が設けられております。



２ 労働条件明示事項の追加
労働契約の締結時と契約更新時に書面を交付することにより労働条件を明示するよう義
務付けられておりますが、この明示事項が追加されます。

詳しくは、こちらをご覧く
ださい。

↓

３ 専門業務型裁量労働制の適用要件の追加、協定届の様式の変更
専門業務型裁量労働制を適用する場合に対象労働者本人から同意を得ることが義務付け
られます。

詳しくは、こちらをご
覧ください。

↓

改正労働安全衛生法（令和６年４月１日施行）

１ 化学物質規制の追加
・皮膚等から吸収されることによる健康障害を防止するための保護具を使用することが義務付けられます。
・化学物質管理者の選任が義務化されます。
・保護具着用管理者の選任が義務化されます。
・雇い入れ時等における教育が拡充されます。

２ 足場からの墜落防止措置の強化
一側足場の使用範囲が明確化されます（原則的には一側足場は使用できなくなります）。

詳しくはこちら
をご覧ください。
（化学物質）→

詳しくはこちら
をご覧ください。
（足場）→


